
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体の側部に設けられた乗降用開口部と、
　上記乗降用開口部の前側縦辺部にヒンジ機構によって支持されたフロントドアと、
　上記乗降用開口部の後側縦辺部にヒンジ機構によって支持されたリアドアとを有し、
　上記フロントドアと上記リアドアが、協働して上記乗降用開口部を閉塞する状態と、上
記乗降用開口部を開放する状態とをとり得る車両であって、
　乗員が車両前方を向いて着座する第１のモードと乗員が車外方向に向いて着座可能であ
る第２のモードとをとり得るシートを有 、
　

　

　上記フロントドア及び上記リアドアを開放し上記シートを第２のモードとすることによ
り、上記フロントドア、上記リアドア、及び上記シート

が協働して、上記シートの座面から上記乗降用開口部の下縁にかけて乗員が着座可能
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し
上記シートは、上記車両の車室内に取付けられるシート支持部材と、座面が所定角度起

立した状態となる第１の角度位置と上記座面が上方を向いた状態で乗員が車外方向に向い
て着座可能となる第２の角度位置との間で回動自在に、上記シート支持部材に軸支された
シートバックと、座面が実質的に水平な状態とされ、上記シート支持部材に支持されたシ
ートクッションとからなり、

上記第２のモードにおいて、上記シートバックが第２の角度位置とされて、該シートバ
ックの座面と上記シートクッションの座面とが協働して実質的に連続する座面を形成する
様に構成されており、

のシートバック及びシートクッシ
ョン



となる態様をなす様に、上記シートが設けられていることを特徴とする車両。
【請求項２】
　車体の側部に設けられた乗降用開口部と、
　上記乗降用開口部の前側領域を閉塞するフロントドアと、
　上記乗降用開口部の残りの領域を閉塞するリアドアとを有し、
　上記フロントドアと上記リアドアが、協働して上記乗降用開口部を閉塞する状態と、上
記乗降用開口部を開放する状態とをとり得る車両であって、
　乗員が車両前方を向いて着座する第１のモードと乗員が車外方向に向いて着座可能であ
る第２のモードとをとり得るシートを有 、
　

　

　上記フロントドア及び上記リアドアを開放し上記シートを第２のモードとすることによ
り、上記フロントドア、上記リアドア、及び上記シート

が協働して、上記シートの座面から上記乗降用開口部の下縁にかけて乗員が着座可能
となる態様をなす様に、上記シートが設けられていることを特徴とする車両。
【請求項３】
　上記シートが上記車両の前後方向に複数配置されるとともに、上記各シートが上記シー
トクッションの上記座面と上記シートバックの上記座面とにより実質的に連続した座面を
それぞれ形成するときに、上記各シートにより形成される各座面が実質的に連続するよう
構成されている、請求項 に記載の車両。
【請求項４】
　車体の側部に設けられた乗降用開口部と、
　上記乗降用開口部の前側縦辺部にヒンジ機構によって支持されたフロントドアと、
　上記乗降用開口部の後側縦辺部にヒンジ機構によって支持されたリアドアとを有し、
　上記フロントドアと上記リアドアが、協働して上記乗降用開口部を閉塞する状態と、上
記乗降用開口部を開放する状態とをとり得る車両であって、
　上記車両の車室内に取付けられるシート支持部材と、
　略平面状の座面を有するとともに、該座面が所定角度起立した状態となる第１の角度位
置と上記座面が上方を向いた状態で実質的に水平となる第２の角度位置との間で回動自在
に、上記シート支持部材に軸支されたシートバックと、
　略平面状の座面を有するとともに、上記シートバックが上記第１の角度位置にあるとき
に該座面の車両後方側が車両前方側より低い状態となり、上記シートバックが第２の角度
位置にあるときに上記座面が実質的に水平な状態となって上記シートバックの座面と協働
して実質的に連続する水平面を形成する様に、前端部近傍が上記シートバックの回動軸と
略平行な回動軸周りに回動自在にかつ車両前後方向に変位可能に上記シート支持部材に支
持され、後端部近傍が上記回動軸と略平行な回動軸周りに回動自在に上記シートバックに
連結されたシートクッションとからなるシートが設けられていることを特徴とする車両。
【請求項５】
　車体の側部に設けられた乗降用開口部と、
　上記乗降用開口部の前側領域を閉塞するフロントドアと、
　上記乗降用開口部の残りの領域を閉塞するリアドアとを有し、
　上記フロントドアと上記リアドアが、協働して上記乗降用開口部を閉塞する状態と、上
記乗降用開口部を開放する状態とをとり得る車両であって、
　上記車両の車室内に取付けられるシート支持部材と、
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し
上記シートは、上記車両の車室内に取付けられるシート支持部材と、座面が所定角度起

立した状態となる第１の角度位置と上記座面が上方を向いた状態で乗員が車外方向に向い
て着座可能となる第２の角度位置との間で回動自在に、上記シート支持部材に軸支された
シートバックと、座面が実質的に水平な状態とされ、上記シート支持部材に支持されたシ
ートクッションとからなり、

上記第２のモードにおいて、上記シートバックが第２の角度位置とされて、該シートバ
ックの座面と上記シートクッションの座面とが協働して実質的に連続する座面を形成する
様に構成されており、

のシートバック及びシートクッシ
ョン

１又は２



　略平面状の座面を有するとともに、該座面が所定角度起立した状態となる第１の角度位
置と上記座面が上方を向いた状態で実質的に水平となる第２の角度位置との間で回動自在
に、上記シート支持部材に軸支されたシートバックと、
　略平面状の座面を有するとともに、上記シートバックが上記第１の角度位置にあるとき
に該座面の車両後方側が車両前方側より低い状態となり、上記シートバックが第２の角度
位置にあるときに上記座面が実質的に水平な状態となって上記シートバックの座面と協働
して実質的に連続する水平面を形成する様に、前端部近傍が上記シートバックの回動軸と
略平行な回動軸周りに回動自在にかつ車両前後方向に変位可能に上記シート支持部材に支
持され、後端部近傍が上記回動軸と略平行な回動軸周りに回動自在に上記シートバックに
連結されたシートクッションとからなるシートが設けられていることを特徴とする車両。
【請求項６】
　上記シートが上記車両の前後方向に複数配置されるとともに、上記各シートが上記シー
トクッションの上記座面と上記シートバックの上記座面とにより実質的に連続した水平面
をそれぞれ形成するときに、上記各シートにより形成される各水平面が実質的に連続する
よう構成されている、請求項 又は に記載の車両。
【請求項７】
　上記フロントドア及び上記リアドアを開放し上記シートのシートバックを第２の角度位
置とすることにより、上記フロントドア、上記リアドア、及び上記シートが協働して、上
記シートの座面から上記乗降用開口部の下縁にかけて乗員が着座可能となる態様をなす様
に、上記シートが設けられている、請求項 乃至 のいずれか１つに記載の車両。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は車両に関し、具体的には車両側部に設けられたドアを開放した際に、乗員が車
外方向に脚部を投げ出した状態で快適に着座出来る様な車両部品のアレンジを可能とした
車両に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　車両乗員の乗降性を向上するためのドア構造として、例えば、特開平０２－２０４２３
に記載の様な、いわゆる観音開きドアと呼ばれるものが知られている。この様な形式のド
アを備えた車両においては、フロントドアにより閉塞される開口部分とリアドアにより閉
塞される開口部分とが連続しており、それらの開口部分の間にピラーが存在しないため、
フロントドアとリアドアを開放すれば、車両の側部に車両前後方向に長い開口部が得られ
、乗員はその開口部を通じて乗降が容易に行える。
【０００３】
　しかしながら、上記の公報に記載の構造は、車両側部の大開口部を、単に乗降性の向上
を目的として用いるにとどまるものである。すなわち、従来の構造は乗降性という実用面
での利点にのみ主眼が置かれており、車両における他の商品価値に着眼したものではない
。上記従来の構造は上記の様に、フロントドアとリアドアを開放した際に、車両前後方向
に長い車両側部の大開口部が得られるという点が大きな特徴であるので、この特徴を実用
性に限らず他の観点から見直すことで、新たな価値を生み出すことが出来る。つまり、フ
ロントドアとリアドアとを開いた状態とした上で更にシート等の車両部品をアレンジする
ことにより、単に乗降性を向上することのみにとどまらない新たな車両の使い方が実現さ
れ、従来にない新規な車両の商品価値を提供することが出来る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたもので、フロントドアとリアドアとを開放した状態
のときに生じる大開口部を通して乗員が車外方向に脚部を投げ出した状態で快適に着座出
来る様な車両部品のアレンジを可能とし、利便性の面で新たな車両の商品価値を提供する
ことを目的とする。
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【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の構成は、車体の側部に設けられた乗降用開口部と、上記乗降用開口部の
前側縦辺部にヒンジ機構によって支持されたフロントドアと、上記乗降用開口部の後側縦
辺部にヒンジ機構によって支持されたリアドアとを有し、上記フロントドアと上記リアド
アが、協働して上記乗降用開口部を閉塞する状態と、上記乗降用開口部を開放する状態と
をとり得る車両であって、乗員が車両前方を向いて着座する第１のモードと乗員が車外方
向に向いて着座可能である第２のモードとをとり得るシートを有 、

上記フロントドア及び上記リアドアを開放し上記シートを第２
のモードとすることにより、上記フロントドア、上記リアドア、及び上記シート

が協働して、上記シートの座面から上記乗降用開口部の下縁
にかけて乗員が着座可能となる態様をなす様に、上記シートが設けられていることを特徴
とする車両である。
【０００６】
　この様な構成により、フロントドアとリアドアを開放し、シートを第２のモードとする
ことで、車両の側部の乗降用開口部を通して複数の乗員が車外に脚部を投げ出した状態で
着座出来るという、利便性の面で従来にない新規な車両の商品価値を提供出来る。

【０００７】
　本発明の第２の構成は、車体の側部に設けられた乗降用開口部と、上記乗降用開口部の
前側領域を閉塞するフロントドアと、上記乗降用開口部の残りの領域を閉塞するリアドア
とを有し、上記フロントドアと上記リアドアが、協働して上記乗降用開口部を閉塞する状
態と、上記乗降用開口部を開放する状態とをとり得る車両であって、乗員が車両前方を向
いて着座する第１のモードと乗員が車外方向に向いて着座可能である第２のモードとをと
り得るシートを有 、

上記フロントドア及
び上記リアドアを開放し上記シートを第２のモードとすることにより、上記フロントドア
、上記リアドア、及び上記シート が協働して、上記
シートの座面から上記乗降用開口部の下縁にかけて乗員が着座可能となる態様をなす様に
、上記シートが設けられていることを特徴とする車両である。
【０００８】
　この様な構成により、上記第１の構成と同様の作用効果が得られる。
【０００９】
　本発明の第 の構成は、本発明の第 の構成による車両において、上記シート
が上記車両の前後方向に複数配置されるとともに、上記各シートが上記シートクッション
の上記座面と上記シートバックの上記座面とにより実質的に連続した座面をそれぞれ形成
するときに、上記各シートにより形成される各座面が実質的に連続するよう構成されてい
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し 上記シートは、上記
車両の車室内に取付けられるシート支持部材と、座面が所定角度起立した状態となる第１
の角度位置と上記座面が上方を向いた状態で乗員が車外方向に向いて着座可能となる第２
の角度位置との間で回動自在に、上記シート支持部材に軸支されたシートバックと、座面
が実質的に水平な状態とされ、上記シート支持部材に支持されたシートクッションとから
なり、上記第２のモードにおいて、上記シートバックが第２の角度位置とされて、該シー
トバックの座面と上記シートクッションの座面とが協働して実質的に連続する座面を形成
する様に構成されており、

のシート
バック及びシートクッション

また、
シートバック座面及びシートクッション座面に、複数の乗員が並んで、フロントドアとリ
アドアとを解放状態とすることにより得られる大きな開口部を通して車両外側に脚部を投
げ出して腰掛けることが出来る。

し 上記シートは、上記車両の車室内に取付けられるシート支持部材と
、座面が所定角度起立した状態となる第１の角度位置と上記座面が上方を向いた状態で乗
員が車外方向に向いて着座可能となる第２の角度位置との間で回動自在に、上記シート支
持部材に軸支されたシートバックと、座面が実質的に水平な状態とされ、上記シート支持
部材に支持されたシートクッションとからなり、上記第２のモードにおいて、上記シート
バックが第２の角度位置とされて、該シートバックの座面と上記シートクッションの座面
とが協働して実質的に連続する座面を形成する様に構成されており、

のシートバック及びシートクッション

３ １又は第２



るものである。
【００１０】
　この様な構成により、前後方向に配置された複数のシートによって乗降用開口部に沿っ
てより広い座面を形成することが出来る。
【００１１】
　本発明の第 の構成は、車体の側部に設けられた乗降用開口部と、上記乗降用開口部の
前側縦辺部にヒンジ機構によって支持されたフロントドアと、上記乗降用開口部の後側縦
辺部にヒンジ機構によって支持されたリアドアとを有し、上記フロントドアと上記リアド
アが、協働して上記乗降用開口部を閉塞する状態と、上記乗降用開口部を開放する状態と
をとり得る車両であって、上記車両の車室内に取付けられるシート支持部材と、略平面状
の座面を有するとともに、該座面が所定角度起立した状態となる第１の角度位置と上記座
面が上方を向いた状態で実質的に水平となる第２の角度位置との間で回動自在に、上記シ
ート支持部材に軸支されたシートバックと、略平面状の座面を有するとともに、上記シー
トバックが上記第１の角度位置にあるときに該座面の車両後方側が車両前方側より低い状
態となり、上記シートバックが第２の角度位置にあるときに上記座面が実質的に水平な状
態となって上記シートバックの座面と協働して実質的に連続する水平面を形成する様に、
前端部近傍が上記シートバックの回動軸と略平行な回動軸周りに回動自在にかつ車両前後
方向に変位可能に上記シート支持部材に支持され、後端部近傍が上記回動軸と略平行な回
動軸周りに回動自在に上記シートバックに連結されたシートクッションとからなるシート
が設けられていることを特徴とする車両である。
【００１２】
　この様な構成により、シートバック座面を水平状態とすることによりシートクッション
座面も水平状態となるとともに、シートバック座面とシートクッション座面が連続した水
平面を形成するので、複数の乗員が各座面により形成される水平面上に並んで、フロント
ドアとリアドアとを解放状態とすることにより得られる大きな開口部を通して車両外側に
脚部を投げ出して腰掛けることが出来る。しかも、シートバックが起立した状態にあると
き、つまり乗員が車両前方を向いて着座する際には、シートクッションの座面の後端側が
前端側より低い状態、すなわちシート全体としてシートアングルを持つ状態とすることが
出来、乗員は自然な運転姿勢及び着座姿勢をとることが出来る。
【００１３】
　本発明の第 の構成は、車体の側部に設けられた乗降用開口部と、上記乗降用開口部の
前側領域を閉塞するフロントドアと、上記乗降用開口部の残りの領域を閉塞するリアドア
とを有し、上記フロントドアと上記リアドアが、協働して上記乗降用開口部を閉塞する状
態と、上記乗降用開口部を開放する状態とをとり得る車両であって、上記車両の車室内に
取付けられるシート支持部材と、略平面状の座面を有するとともに、該座面が所定角度起
立した状態となる第１の角度位置と上記座面が上方を向いた状態で実質的に水平となる第
２の角度位置との間で回動自在に、上記シート支持部材に軸支されたシートバックと、略
平面状の座面を有するとともに、上記シートバックが上記第１の角度位置にあるときに該
座面の車両後方側が車両前方側より低い状態となり、上記シートバックが第２の角度位置
にあるときに上記座面が実質的に水平な状態となって上記シートバックの座面と協働して
実質的に連続する水平面を形成する様に、前端部近傍が上記シートバックの回動軸と略平
行な回動軸周りに回動自在にかつ車両前後方向に変位可能に上記シート支持部材に支持さ
れ、後端部近傍が上記回動軸と略平行な回動軸周りに回動自在に上記シートバックに連結
されたシートクッションとからなるシートが設けられていることを特徴とする車両である
。
【００１４】
　この様な構成により、上記第 の構成と同様の作用効果が得られる。
【００１５】
　本発明の第 の構成は、本発明の第 又は第 の構成による車両において、上記シート
が上記車両の前後方向に複数配置されるとともに、上記各シートが上記シートクッション
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の上記座面と上記シートバックの上記座面とにより実質的に連続した水平面をそれぞれ形
成するときに、上記各シートにより形成される各水平面が実質的に連続するよう構成され
ているものである。
【００１６】
　この様な構成により、前後方向に配置された複数のシートによって乗降用開口部に沿っ
てより広い水平面を形成することが出来る。
【００１７】
　本発明の第 の構成は、本発明の第 乃至第 のいずれか１つの構成による車両におい
て、上記フロントドア及び上記リアドアを開放し上記シートのシートバックを第２の角度
位置とすることにより、上記フロントドア、上記リアドア、及び上記シートが協働して、
上記シートの座面から上記乗降用開口部の下縁にかけて乗員が着座可能となる態様をなす
様に、上記シートが設けられているものである。
【００１８】
　この様な構成により、フロントドアとリアドアを大きく開放し、かつシートをフラット
にすることで、車両の側部の乗降用開口部を通して複数の乗員が車外に脚部を投げ出した
状態で着座出来るという、利便性の面で従来にない新規な車両の商品価値を提供出来る。
【００１９】
【発明の効果】
　本発明によれば、フロントドアとリアドアとを開放した状態のときに生じる大開口部を
通して乗員が車外方向に脚部を投げ出した状態で快適に着座出来る様な車両部品のアレン
ジを可能とし、利便性の面で新たな車両の商品価値を提供出来る。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　本発明の好ましい実施形態の１つを １乃至図４を参照しながら説明する。
【００２１】
　車両１は、本発明の好ましい実施形態によるシート３を含む車両構造のアレンジ形態を
示す斜視図である図１に示される様に、一例として特開平０２－２０４２３に開示された
、いわゆる観音開きドアと呼ばれるドア構造を有するもので、車両１の側部に設けられた
乗降用開口部 11と、乗降用開口部 11の前側縦辺部にヒンジ機構（不図示）によって支持さ
れたフロントドア２Ｆと、上記乗降用開口部 11の後側縦辺部にヒンジ機構 21によって支持
されたリアドア２Ｒと、を有している。乗降用開口部 11は、フロントドア２Ｆによってそ
の前側の領域が閉塞され、リアドア２Ｒによって乗降用開口部 11の残りの領域が閉塞され
る。またそのヒンジ機構 21は、フロントドア２Ｆ用及びリアドア２Ｒ用ともに、ドアを車
体に対してヒンジ機構 21を中心に上面視で 90度以上の角度まで回動させる構成のものが使
用されており、両ドア２Ｆ、２Ｒを全開とすれば乗降用開口部 11の外側部分に開放した空
間を生じる。図１には車両進行方向左側のドアについてのみ示すが、車両進行方向右側に
ついても対称の構成を有する。
【００２２】
　一方、車室内の乗降用開口部 11近傍には、シート３が一般的なシートスライド機構を介
して設置されている。シート３は、左右に２分割されており、それぞれが独立してシート
として機能する。図１にはアレンジされた状態を左側のみ示す。また、それらのシート３
は車両前後方向に２列設けられており、図１に示す状態にアレンジされた際にはフロント
シートのシートクッション４、フロントシートのシートバック５、リアシートのシートク
ッション６、及びリアシートのシートバック（不図示）が連続した水平な面を形成し（フ
ルフラット状態と称する）、複数の乗員（図１においては２名）が、車外に向いて脚部を
車体の外側に投げ出した状態で自然に着座出来る。図１においては車両進行方向左側のみ
アレンジした状態を示すが、右側も独立して同様なアレンジが可能である。シート３には
車幅方向に移動可能なスライド機構が設けられていても良く、この場合上記の様にアレン
ジした際にシート３を車幅方向外側にスライドさせることで、より着座し易いものとなる
。言うまでも無くシート３は、乗員が通常の運転を行う際にはシートバック５がシートク

10

20

30

40

50

(6) JP 4013518 B2 2007.11.28

７ ４ ６

、図



ッション４の後端近傍で起立した状態（通常状態と称する）となるが、フルフラット状態
と通常状態との間でシート３の態様を変更する機構については、後で詳述する。
【００２３】
　また、車両のルーフには、上述した乗降用開口部と連続する様にルーフ開口部 12が形成
されている。ルーフ開口部 12は更に、ルーフ開口部 12の車幅方向内側の縁部にヒンジを介
して取付けられたルーフパネル９によって、開放／閉塞される。図１は開放した状態を示
しており、ルーフパネル９は車両ルーフとの間に設けられたダンパー 91によって、開放状
態に保たれる。
【００２４】
　それで、乗員は、フロントドア２Ｆとリアドア２Ｒを開放し、シート３をフルフラット
状態とすることにより、観音開きドア２Ｆ、２Ｒの開放による車両側部の大きな開口部を
通じて車外に脚部を投げ出した状態で、フルフラット状態とされたシート３上に並んで、
着座出来る。更に、ルーフパネル９を開放すれば、乗員の上方にかけて開口部が連続する
ので、乗員は一層開放感を得ることが出来る。
【００２５】
　更に、ドア２Ｒ内面には収納可能なテーブル 22が設けられていて、図１に示す様に、使
用状態ではドアトリム内面に対しほぼ垂直にドア２Ｒに支持される。それで、上記の様な
アレンジ形態においてテーブル 22を使用状態とすることにより、飲食物などを載置可能と
なり利便性の更なる向上に寄与する。
【００２６】
　本発明によるシートの構成の概略を、フロントシートを例に図２を参照しながら説明す
る。
【００２７】
　本実施形態によるシート３は、その機構の概略を図２（ a）及び図２（ b）にて模式的に
示す様に、シートクッション４の座面の後端側が前端側よりも低い状態でありかつシート
バック５がシートクッション４の後端近傍で起立した通常状態（ a）、すなわち乗員が車
両前方に向かって着座する状態と、シートクッション４の座面とシートバック５の座面が
連続する水平面を形成したフルフラット状態（ b）と、をとり得るものである。
【００２８】
　シート３は、シートクッション４等を支持する支持部材７、支持部材７に軸支された回
動部材８、回動部材８に固定されたシートバック５、及び支持部材７及び回動部材８に支
持されたシートクッション４、から主に構成されている。また、シートクッション４とシ
ートバック５は、座面がほぼ平面状にそれぞれ構成されている。
【００２９】
　支持部材７は、車体に前後方向に摺動可能にかつ前後方向の複数の位置にて固定可能に
、いわゆるシートスライド機構を介して車室内で乗降用開口部近傍に配置されている。ま
た、その前方部分に、シートクッション４がその前端部付近を中心に回動自在に、かつそ
の回動軸Ａが前後方向に所定長さ移動可能に支持されている。
【００３０】
　更に、支持部材７の後方部分に、シートクッション４前端部の回動軸Ａとほぼ平行な回
動軸Ｂ周りに回動自在に回動部材８が軸支されている。回動部材８は、第１の角度位置と
第２の角度位置との間で回動するとともに、その２つの位置において支持部材７に対して
ロック及びロック解除が可能に構成されている。
【００３１】
　シートバック５は、回動部材８の上記回動軸Ｂ周りの回動によって一体に起立位置と水
平位置との間で回動させられる様に、回動部材８に固定部Ｄにて固定されている。回動部
材の第１の角度位置がシートバック５の起立状態に、回動部材の第２の角度位置がシート
バック５の水平状態にそれぞれ対応しており、シートバック５は回動部材８を介して上記
２つの状態の間で回動部材８を介して回動する。
【００３２】
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　一方シートクッション４は、その前端近傍が上述の様に支持部材７に支持されている。
またその後端近傍が、上記シートクッション４前端部の回動軸Ａ及び回動軸Ｂとほぼ平行
な回動軸Ｃ周りに回動自在に回動部材８に軸支されている。
【００３３】
　シートクッション４及びシートバック５の寸法と形状、回動軸Ａの位置とその変位許容
長さ、回動軸Ｂの位置、回動軸Ｃの位置、固定部Ｄにおけるシートバック５と回動部材８
の相対位置関係、回動部材８の第１及び第２の角度位置は、以下の様に設定されている。
すなわち、図２（ a）に示す様に、回動部材８が上記第１の角度位置にあるとき、すなわ
ちシートバック５が水平面に対して所定の角度（トルソアングル）αをなす起立状態にあ
るときに、シートクッション４が水平面に対して所定の角度（シートアングル）βをなす
傾斜状態をとり、図２（ b）に示す様に、回動部材が上記第２の角度位置にあるとき、す
なわちシートバック５が上記角度α分回動軸Ｂを中心に後方に傾動した水平状態にあると
きに、シートクッション４が角度β分回動軸Ａを中心に上方に回動して水平状態となり、
シートクッション４とシートバック５が連続した水平面を形成する。
【００３４】
　上記の様に設定することにより、本実施形態によるシート３は、通常状態（ a）とフル
フラット状態（ b）とをとることが出来る。しかも、通常状態（ a）にあるときには、シー
トバック５がシートクッション４の後端近傍で起立した状態でありかつシートクッション
４の座面の後端側が前端側より低い傾斜状態（すなわち適度のトルソアングルαとシート
アングルβを持つ状態）であるため、乗員は自然な運転姿勢及び着座姿勢をとることが出
来る。またフルフラット状態（ b）にあるときには、シートクッション４の座面とシート
バック５の座面が連続する水平面を形成するので、乗員は各座面により形成される水平面
を、例えばベッドとして、或いはドア２Ｆ、２Ｒを開放した状態で車両外側に向いて腰掛
ける、といった種々の用途に活用出来る。
【００３５】
　本発明によるシート構造の詳細を、図３を参照しながら説明する。図３は車両の進行方
向左側に配置されるシートの左側を示す部分分解斜視図であり、シート右側は回動部材の
支持部分を除き左側と対称の構造を有する。
【００３６】
　図３に示す様に、支持部材７は、シートクッション４の前端部を支持するクッション支
持ブラケット 71と回動部材８を軸支する回動部材軸支部 72とを有する左右一対のサイドフ
レーム（図３には左側のみ示す） 70、及び一対のサイドフレーム 70を幅方向に連結するク
ロスメンバー 73からなる。また、支持部材７の脚部 74が、シート３全体を前後方向に摺動
可能としかつ前後方向の複数の位置にて固定可能とする様に、いわゆるシートスライド機
構を介して車体に取付けられる。
【００３７】
　クッション支持ブラケット 71は上面に開いた略Ｃ字型の部分を有しており、後述する様
にシートクッション４の前側クロスメンバー 42を受入れる。また、回動部材軸支部 72には
、略四角形の開口部 721が設けられている。
【００３８】
　回動部材８は、上述した様に、支持部材７に設けられた回動部材軸支部 72に、第１の角
度位置と第２の角度位置との間で回動可能に軸支される。この回動軸が回動軸Ｂとなる。
回動部材７の、車幅方向内側に対応する側、つまり本実施形態において右側は、一般的な
態様で軸支部 72に回動自在に軸支される一方、車幅方向外側に対応する側、つまり本実施
形態において左側は、ナックル 83を介して軸支部 72に軸支される。この部分の詳細な構造
は後述する。また、回動部材８の車幅方向内側には、シートクッション連結ピン 81と、シ
ートバック連結ピン 82がそれぞれ溶接されており、シートバック連結ピン 82には長手方向
にセレーションが形成されている。
【００３９】
　シートクッション４は、左右のサイドフレーム（図３には左側のみ示す） 41と、それら
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を幅方向に連結する中空パイプ状の２本の前側及び後側クロスメンバー 42、 43からなる上
面視で略長方形のクッションフレーム 40を有する。また、図示しないが、クッションフレ
ーム 40の少なくとも上面を覆うように発泡材や表皮等により略平面状の座面が形成されて
いる。前側クロスメンバー 42の両端部近傍は、シートクッション４の下面に露出するよう
構成されており、上述した左右それぞれのクッション支持ブラケット 71内に、前後方向に
移動可能にかつ軸周りに回動可能に受入れられる。この部分が回動軸Ａとなる。一方後側
クロスメンバー 43の両端部は、シートクッション４の左右に露出しており、後述する様に
回動部材８に回動自在に支持され、この部分が回動軸Ｃとなる。
【００４０】
　一方シートバック５は、シートクッション４と同様のフレーム及び座面を有する構造も
のが使用されており、シートクッションに近い側のクロスメンバー 52（以下下側クロスメ
ンバーと称する）の両端部が露出しているとともに、その内面に長手方向にセレーション
が形成されている。この両端部は後述する様に回動部材に固定され、この部分が固定部Ｄ
に対応する。
【００４１】
　それで、シートクッション４の後側クロスメンバー 43の両端部の内側に、回動部材に設
けられたシートクッション連結ピン 81が嵌合するとともに、シートバック５の下側クロス
メンバー 52の両端部の内側に、回動部材８に設けられたシートバック連結ピン 82が嵌合す
る。シートクッション４の後側クロスメンバー 43両端とシートクッション連結ピン 81とは
軸周りの回動が許容される一方、シートバック５の下側クロスメンバー 52の両端とシート
バック連結ピン 82とは、両者に形成されたセレーション同士の嵌合によって軸方向周りの
相対的な回転が無い様に、つまり回動部材８の回動によってシートバック５も一体に回動
する様に固定される。なお、シートバック５と回動部材８を、上記の様に別部材として構
成するのではなく、予め一体に構成しておくことも出来る。すなわち、シートバックのフ
レームに回動軸Ｂが設けられる延長部分を形成し、回動軸Ｂの近傍に、シートクッション
連結ピン 81が溶接されたものとしても良い。
【００４２】
　車幅方向外側に対応する側の、ナックル 83を含む回動部材８の軸支構造の詳細を、図４
に示す分解図を参照しながら説明する。
【００４３】
　ナックル 83は、所定の径を有し乗員により回転操作される操作部 832、操作部 832の中心
から軸方向に突出するとともに操作部 832と一体に回転する軸部 833、軸部 833が回動可能
に貫通するとともに上記軸支部 72の上記開口部 721に嵌合する断面形状を有するスリーブ 8
34、及び操作部 832とスリーブ 834の間に設けられ、両者の間の相対的な回転を阻止及び許
容可能なロック機構 831（図３に外観のみ示す）、からなる。
【００４４】
　それで、図４に示す様に、ナックル 83の軸部 833が支持部材７のサイドフレーム開口部 7
21と回動部材８を貫通し、スリーブ 834が支持部材７の回転部材軸支部 72に設けられた開
口部 721に嵌合した状態で軸部 833の端部が回動部材８に固定される。従って、ナックル 83
は、スリーブ 834を介して軸支部 72に軸支されるとともに、ナックル 83の回動により回動
部材８が一体に回転する。軸部 833の端部の回動部材８への固定は、軸部 833にセレーショ
ンを形成しておき、回動部材８に設けられた、図示しないセレーションが内側に設けられ
た開口 84に軸部 833端部を嵌合させた後、軸部 833先端をナット 85により固定することによ
り行う。
【００４５】
　ロック機構 831は、詳細は図示しないが、ナックル 83にレバーを設け、レバー及びスリ
ーブに両者が噛合うギアを形成し、レバーを噛合い方向にバネ等により付勢する構造を持
つものが使用されている。また、ロック機構 831は上述した第１の角度位置及び第２の角
度位置で、ロック及びロック解除が可能とされている。
【００４６】
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　それで、シート３を通常状態からフルフラット状態にするにあたり、乗員はまずレバー
を操作してロックを解除し、ナックル 83又はシートバック５を回転させることにより一体
に回動部材８を第１の角度位置から第２の角度位置まで回転させ（すなわちシートバック
５を起立状態から水平状態に、かつシートクッション４を座面の車両後方側が車両前方側
より低い傾斜状態から水平状態とし）、その後レバーを戻してロックするという一連の操
作を行う。逆にシート３をフルフラット状態から通常状態にする際には、乗員はレバーを
操作してロックを解除し、ナックル 83又はシートバック５を回転させて回動部材８を第２
の角度位置から第１の角度位置まで回転させ（すなわちシートバック５を水平状態から起
立状態に、かつシートクッション４を水平状態から上記傾斜状態とし）、その後レバーを
戻してロックするという一連の操作を行う。
【００４７】
　以上の様な構成によって、上述した様な、通常状態（ a）と、フルフラット状態（ b）と
の間での、シートのアレンジが実現される。
【００４８】
　 本発明 形態を、図５を参照しながら説明する。
【００４９】
　本 形態によるドア２Ｆ、２Ｒの構造は、 実施形態と同様のいわゆる観音開きド
アの構造であり、説明を省略する。一方、乗降用開口部近傍に設けられたシート３は、シ
ートクッションと、シートクッションの一端部近傍にてシートクッションに支持されたシ
ートバックとを有する一般的なものであるが、シートクッションと車体との間には、上下
方向の回転軸周りにシートを回転させるシート回転機構 31が設けられている。
【００５０】
　シート回転機構 31は、一例として特開２０００－１６１２９に記載されたものが使用出
来、乗員が車両前方に向いた状態で着座する通常状態と、通常状態に対してシートを上記
回転軸周りに車幅方向外側に略 90度回転させた回転状態との間で回転するとともに、その
２個所においてロック及びロック解除が可能なものである。
【００５１】
　それで、ドア２Ｆ、２Ｒを開放した状態でシート３を車両外側に回転した状態とすれば
、図５に示す様に乗員が脚部を車体の外側に投げ出した状態で着座可能となる。また、図
示しないが、上記第１実施例と同様に、ルーフに乗降用開口部と連続するルーフ開口部を
形成し、ルーフ開口部を開放／閉塞するルーフパネルを設けることにより、開放感を向上
することが出来る。
【００５２】
　更に、図５に示す様にシート３の下部に収納可能なフットレスト 32を設けておき、シー
ト３が外側に回転した状態のときにフットレスト 32を使用位置に移動させる構造とすれば
、乗員が脚部を車体の外側に投げ出した状態でより快適に着座出来るものとなる。この様
な収納式フットレスト 32の構造は、一例として特開平１１－４７２６に開示されたものを
使用することが出来る。
【００５３】
　以上、本発明を好適な実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態に限定さ
れるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変形が可能であることは言うま
でも無い。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明 施形態によるシートアレンジの形態を示す斜視図である。
【図２】本発明 施形態によるシート機構の概略を示す図である。
【図３】本発明 施形態によるシート構造の詳細を示す部分分解斜視図である。
【図４】車両進行方向外側の回動部材の軸支構造を示す分解図である。
【図５】本発明の 形態によるアレンジ形態を示す概略図である。
【符号の説明】
１  車両
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ここで、参考として、 とは異なる参考

参考 上記

の実
の実
の実

参考



２Ｆ  フロントドア
２Ｒ  リアドア
４、６  シートクッション
５  シートバック
７  支持部材
９  ルーフパネル
11 乗降用開口部
12 ルーフ開口部
21 ヒンジ機構
31 シート回転機構
32 フットレスト

10

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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